
新規就農者の経営発展に向けた
取組みを支援します！

1 補助対象者

A オーダーメイド型独立就農者支援事業

令和６年度 つるおか新規就農者育成プロジェクト支援事業補助金

認定新規就農者であって、かつ人・農地プランの中心経営体である者

・国や県の補助事業の対象とならない小規模な農業用機械等の取得に係る費用
・農業用機械免許等の取得に要する費用

補助率１/２以内、補助上限額50万円（補助対象経費上限額100万円）

2 補助対象経費

3 補助率、補助上限額

1 補助対象者

B 農業機械・農業用ハウスリース支援事業

転入後10年を経過しないUIターン就農者で、認定新規就農者かつ人・農地プランの中心経営体である者

農業用機械・農業用ハウスの賃借料年額

補助率１/３または５万円のいずれか低い額

2 補助対象経費

3 補助率、補助上限額
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令和６年８月３０日（金）まで ※ 予算上限に達し次第、募集は締め切ります

1 補助対象者

C 農地賃借料支援事業

転入後10年を経過しないUIターン就農者で、認定新規就農者かつ人・農地プランの中心経営体である者

農地の賃借料年額

補助率１/３または９万円のいずれか低い額

2 補助対象経費

3 補助率、補助上限額

1 補助対象者

D 雇用就農者スキルアップ促進支援事業

農業法人、農事組合法人 等

農業研修修了後５年を経過しない従業員又は構成員による農業用機械免許等の取得に要する費用

補助率１/２または６万円のいずれか低い額

2 補助対象経費

3 補助率、補助上限額


